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(57)【要約】
【課題】既存の「アウトサイドハンドル」用ではないハ
ンドル装置を、「アウトサイドハンドル」用のハンドル
装置として使用可能とする技術を提供すること。
【解決手段】開き戸方式の扉にハンドル装置を取り付け
る際に、ハンドル装置を扉表面から嵩上げする電気機器
収納箱用のアタッチメント１０であって、アタッチメン
ト１０に、カバー部２８を形成し、カバー部２８で、扉
の角部に形成したハンドル装置用の開口箇所を被覆する
。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開き戸方式の扉にハンドル装置を取り付ける際に、ハンドル装置を扉表面から嵩上げす
る電気機器収納箱用のアタッチメントであって、
　該アタッチメントに、カバー部を形成し、
　該カバー部で、前記扉の角部に形成したハンドル装置用の開口箇所を被覆することを特
徴とする電気機器収納箱用のアタッチメント。
【請求項２】
　前記ハンドル装置の一部を挿通可能な挿通孔部を、上下対称に形成したことを特徴とす
る請求項１記載の電気機器収納箱用のアタッチメント。
【請求項３】
　前記アタッチメントが、
　前記扉に固定される取付部と、前記の嵩上げ機能を備えるスペーサ部からなり、
　該取付部は、
　前記扉が固定される扉取付部と、
　前記ハンドル装置が固定されるハンドル取付部を有し、
　該扉取付部とハンドル取付部を、何れも、前記扉と平行配置し、
　かつ、
　該ハンドル取付部が、扉取付部よりも、ハンドル本体に近接するように、該扉取付部と
ハンドル取付部を、段差をつけて配置した
　ことを特徴とする請求項１記載の電気機器収納箱用のアタッチメント。
【請求項４】
　開き戸方式の扉に電気機器収納箱用のハンドル装置を取り付けるための取付構造であっ
て、
　該ハンドル装置が、扉表面に配置されたアタッチメントを介して、扉表面から嵩上げし
て取り付けられ、
　前記扉が、表面部と、その周囲を折り曲げた側面部からなり、
　前記ハンドル装置を取り付けるための開口箇所を、
　該扉の左右何れかにおいて、前記表面部から、隣接する側面部に連なる角部に亘って形
成し、
　前記アタッチメントに、前記角部に形成された開口箇所を被覆するカバー部を形成した
ことを特徴とする電気機器収納箱用のハンドル装置の取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気機器収納用箱の筺体の扉にハンドル装置を取りつける構造およびハンド
ル装置を取りつけるために用いるアタッチメントに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　データセンタ等で使用される電気機器収納用箱を構成する扉には、一般に、「アウトサ
イドハンドル」と言われるハンドル装置が取り付けられている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　この「アウトサイドハンドル」とは、扉を閉じた状態において、筺体の開口部より外周
に位置するように、扉の側端部付近に取り付けられるハンドル装置であり、ハンドル装置
によって、筐体内の電気機器収納スペースが侵されない、という利点を有する。
【０００４】
　筐体内の電気機器収納スペースを最大限に確保するためには、筺体の開口部の外周スペ
ースをできる限り小さくすることが求められ、このような要望に応えるべく、通常、「ア
ウトサイドハンドル」用のハンドル装置は、扉の裏面側に配置される部分の突出する部分
の幅及び奥行が抑制された構造を有している。
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【０００５】
　一方、データセンタ等で使用されるハンドル装置として、電気錠やダイヤル錠といった
各種機能付きのハンドル装置を適用したい等の需要もある。
【０００６】
　電気錠やダイヤル錠といった各種機能付きのハンドル装置は、既存製品として、各種タ
イプのものが入手可能である。ただし、これら各種機能付きのハンドル装置は、従来、例
えば特許文献２に示すように、扉を閉じた状態において、筺体の開口部よりも内側に配置
されることを想定したものであって、一般に、扉の表面側への突出を最小限にしており、
「アウトサイドハンドル」と比べると、扉の裏面側への突出する部分の幅及び奥行が大き
い設計となっている。
【０００７】
　このため、従来、扉の裏面側に配置される部分の突出する部分の幅及び奥行が制限され
る「アウトサイドハンドル」用のハンドル装置として、上記のような各種機能付きで「ア
ウトサイドハンドル」用ではないハンドル装置を用いることができないという問題があっ
た。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１３-１５９９０１号公報
【特許文献２】特開２００２-００４６５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は前記の問題を解決し、扉の裏面側への突出する部分の幅及び奥行が大き
い設計となっているハンドル装置を、扉の裏面側に配置される部分の突出する部分の幅及
び奥行が制限される「アウトサイドハンドル」用のハンドル装置として使用可能とする技
術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明では、上記課題を解決するための手段として、開き戸方式の扉にハンドル装置を
取り付ける際に、ハンドル装置を扉表面から嵩上げする電気機器収納箱用のアタッチメン
トであって、該アタッチメントに、カバー部を形成し、該カバー部で、前記扉の角部に形
成したハンドル装置用の開口箇所を被覆するという構成を採用した。
【００１１】
　上記アタッチメントは、前記ハンドル装置の一部を挿通可能な挿通孔部を上下対称に形
成したものであることが好ましい。
【００１２】
　また、前記アタッチメントが、前記扉に固定される取付部と、前記の嵩上げ機能を備え
るスペーサ部からなり、該取付部は、前記扉が固定される扉取付部と、前記ハンドル装置
が固定されるハンドル取付部を有し、該扉取付部とハンドル取付部を、何れも、前記扉と
平行配置し、かつ、該ハンドル取付部が、扉取付部よりも、ハンドル本体に近接するよう
に、該扉取付部とハンドル取付部を、段差をつけて配置する構造とすることが好ましい。
【００１３】
　また、開き戸方式の扉に電気機器収納箱用のハンドル装置を取り付けるための取付構造
として、「ハンドル装置が、扉表面に配置されたアタッチメントを介して、扉表面から嵩
上げして取り付けられ、前記扉が、表面部と、その周囲を折り曲げた側面部からなり、前
記ハンドル装置を取り付けるための開口箇所を、該扉の左右何れかにおいて、前記表面部
から、隣接する側面部に連なる角部に亘って形成し、前記アタッチメントに、前記角部に
形成された開口箇所を被覆するカバー部を形成する」という構成を採用した。
【発明の効果】
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【００１４】
　開き戸方式の扉にハンドル装置を取り付ける際に、ハンドル装置を扉表面から嵩上げす
る電気機器収納箱用のアタッチメントとして、アタッチメントに、カバー部を形成し、カ
バー部で、扉の角部に形成したハンドル装置用の開口箇所を被覆するという構成を採用し
た本発明によれば、「アウトサイドハンドル」用ではないハンドル装置であっても、扉の
裏面側に突出する構造をアタッチメント内に収容することができるため、扉の裏面側に配
置される部分の突出する部分の幅及び奥行が制限される「アウトサイドハンドル」用のハ
ンドル装置として、各種機能付きで「アウトサイドハンドル」用ではないハンドル装置を
用いることができる。
【００１５】
　更に、本発明では、ハンドル装置を取り付けるための開口箇所を、扉の左右何れかにお
いて、角部に形成された開口箇所を被覆するカバー部を、アタッチメントに形成する、と
いう構成を採用しているため、ハンドル装置を扉の側面部に近づけて配置して、筺体の開
口部（機器収納空間）をより大きくとることができる。また、開口箇所をカバー部で被覆
することにより、意匠性の向上も図ることができる。
【００１６】
　請求項２記載の発明のように、上記のアタッチメントにおいて、ハンドル装置の一部を
挿通可能な挿通孔部を上下対称に形成させることにより、扉を左右に反転させて取り付け
る場合にも、このアタッチメントを兼用することができる。
【００１７】
　請求項３記載の発明のように、前記アタッチメントが、前記扉に固定される取付部と、
前記の嵩上げ機能を備えるスペーサ部からなり、該取付部は、前記扉が固定される扉取付
部と、前記ハンドル装置が固定されるハンドル取付部を有するものとし、該扉取付部とハ
ンドル取付部を、何れも、前記扉と平行配置し、かつ、該ハンドル取付部が、扉取付部よ
りも、ハンドル本体に近接するように、該扉取付部とハンドル取付部を、段差をつけて配
置する構造とすることにより、扉の裏面おいてハンドル連結部を、よりハンドル本体側に
近づけて配置することができるため、ハンドル装置の収容スペースとして扉の裏面側に確
保する奥行空間を、より小さくすることができる。
【００１８】
　請求項４の発明のように、開き戸方式の扉に電気機器収納箱用のハンドル装置を取り付
けるための取付構造として、ハンドル装置のハンドル本体を、扉表面に配置されたアタッ
チメントを介して、扉表面から嵩上げして取り付ける、という構成を採用した本発明によ
れば、各種機能付きで嵩張る構造のハンドル装置であっても、その嵩張る構造をアタッチ
メント内に収容することができるため、扉の裏面側に配置される部分の突出する部分の幅
及び奥行が制限される「アウトサイドハンドル」用のハンドル装置として、各種機能付き
で嵩張る構造のハンドル装置を用いることができる。更に、本発明では、ハンドル装置を
取り付けるための開口箇所を、扉の左右何れかにおいて、表面部から、隣接する側面部に
連なる角部に亘って形成し、該角部に形成された開口箇所を被覆するカバー部を、アタッ
チメントに形成する、という構成を採用しているため、ハンドル装置を扉の側面部に近づ
けて配置して、筺体の開口部（機器収納空間）をより大きくとることができる。また、開
口箇所をカバー部で被覆することにより、意匠性の向上も図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】ハンドル装置を取付けた電気機器収納用箱の全体斜視図である。
【図２】ハンドル装置の取付箇所の断面説明図である。
【図３】ハンドル装置とアタッチメントの分解説明図である。
【図４】図１の要部拡大図である。
【図５】ハンドル装置の取付箇所の分解説明図である。
【図６】ハンドル装置を取り付けるべく、扉に形成される開口箇所の説明図である。
【発明を実施するための形態】



(5) JP 2016-113802 A 2016.6.23

10

20

30

40

50

【００２０】
　以下に本発明の好ましい実施形態を示す。
【００２１】
　本発明は、図１に示すように、筺体本体１の開口部を開閉自在に被覆する開き戸方式の
扉２に電気機器収納箱用のハンドル装置３を取り付けるための取付構造およびアタッチメ
ントに関するものである。
【００２２】
　筐体本体１は、図２に示すように、その外枠がフレーム４で囲われており、このフレー
ム４に囲まれた空間内を電気機器収容スペース５とするものである。扉２で被覆された開
口部６の外周側端部７は、このフレーム４に形成されている。
【００２３】
　ハンドル装置３は、図２、図３に示すように、扉２の表面側に配置されるハンドル本体
８と、扉２の裏面側に配置されるハンドル連結部９から構成され、扉２を閉じた状態で、
ハンドル連結部９が、筺体の開口部６より外周に位置するように、扉２の側端部１６付近
に取り付けられる、所謂「アウトサイドハンドル」式のハンドル装置である。本実施形態
では、図２に示すように、ハンドル連結部９が、開口部６の外周側端部７よりも外周に配
置されている。
【００２４】
　本実施形態のハンドル装置３は、ダイヤル錠が組み込まれたスイングハンドルであり、
ハンドル本体８には、操作用の取手を備えている。ハンドル本体８は、図３に示すように
、ハンドル本体８の裏面に延設されたハンドル軸１１を備えている。このハンドル軸１１
は、ハンドル連結部９のリンク１２と連結され、リンク１２を介して、リンク１２の上下
に形成されたロッド棒１３を上下に移動させて、施錠あるいは解錠を行う機能を担ってい
る。
【００２５】
　本実施形態のハンドル本体８は、図２、図４に示すように、扉２の表面に配置されたア
タッチメント１０を介して、扉表面から嵩上げして取り付けられている。従来、「アウト
サイドハンドル」式のハンドル装置では、扉２の裏面側に配置される部分が、図２に示す
ように、開口部６の外周側端部７よりも外周の扉２の裏面空間に制限されており、また、
一般に、意匠性の観点から、扉２の表面側への突出も制限されるため、最低限の機能から
なるコンパクトなハンドル装置が使用されることが通常であった。これに対し、前記のよ
うに、アタッチメント１０を介して、ハンドル本体８を扉２の表面から嵩上げして取り付
ける本発明によれば、各種機能付きで「アウトサイドハンドル」用ではないハンドル装置
であっても、扉の裏面側に突出する構造をアタッチメント内に収容することができるため
、「アウトサイドハンドル」用のハンドル装置として、各種機能付きのハンドル装置を用
いることができる。ハンドル装置としては、例えば、電気錠やダイヤル錠といった既存製
品であって、通常は、扉を閉じた状態において、筺体の開口部よりも内側に配置されるこ
とを想定して設計されたものを用いることもできる。
【００２６】
　図２、図５に示すように、扉２は、表面部１５と、その周囲を折り曲げて形成された側
面部１６からなり、本実施形態では、図５、図６に示すように、ハンドル装置３を取り付
けるための開口箇所１４を、扉２の表面部１５から、隣接する側面部１６に連なる角部１
７に亘って形成している。本実施形態では、前記のように、扉２の表面部１５の周囲を折
り曲げて側面部１６を形成しているため、角部１７は、図６に示すように、曲線形状とな
るが、この曲線部分を切り欠いて、開口箇所１４を形成することにより、ハンドル連結部
９を、より側面部１６に近接させて配置することができる。これにより、ハンドル装置３
の扉２の裏面側に突出する部分を、さらに開口部６の外周側端部７よりも外周側に配置す
ることができる。ただし、開口箇所１４の形成箇所は、ハンドル連結部９が、筺体本体１
の開口部６の外周側端部７よりも外周に配置される範囲であれば、本実施形態のものに特
に限定されず、開口箇所１４を、扉２の表面部１５のみに形成することもできる。
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【００２７】
　アタッチメント１０は、図３に示すように、扉２に固定される取付部１８と、前記の嵩
上げ機能を備えた中空構造のスペーサ部１９からなる。取付部１８とスペーサ部１９は溶
接して、一体のアタッチメント１０として扱うことが好ましい。スペーサ部１９の表面に
ハンドル本体８を取付け、スペーサ部１９には、ハンドル装置３を扉２に取り付けた状態
において、ハンドル本体８の裏面に延設されたハンドル軸１１が収容される。
【００２８】
　図３に示すように、取付部１８とスペーサ部１９の双方に、ハンドル軸１１を挿通する
挿通孔部２０が形成されている。本実施形態では、ハンドル軸１１などのハンドル装置３
の一部を挿通可能な挿通孔部２０を、取付部１８とスペーサ部１９のそれぞれで、上下対
称に形成している。当該構造によれば、扉２を反転させて筐体本体１に取り付ける場合に
も、このアタッチメント１０を兼用することができる。
【００２９】
　図３に示すように、アタッチメント１０の取付部１８には、アタッチメント１０を扉２
に固定する際に使用される扉取付部２１と、ハンドル装置３をアタッチメント１０に固定
する際に使用されるハンドル取付部２２が、それぞれ、複数形成されている。
【００３０】
　扉取付部２１には、図３に示すように、ネジ取付孔２３が上下に２つずつ形成されてい
る。このように、各扉取付部２１のネジ取付孔２３を上下２つずつ形成しておくことによ
り、開口箇所１４が扉２の上下方向の中心から上下何れかに偏った箇所に配置され、かつ
、この扉２を右開きから左開き（あるいはその逆）に変更させるために、扉２を左右に反
転させて使用する場合であっても、使用するネジ取付孔２３を適宜変更することで、ハン
ドル装置３の設置高さ同一高さとすることができる。
【００３１】
　アタッチメント１０を扉２に固定する際には、図５に示すように、扉２の裏面側から、
扉２の開口箇所１４の上下に３カ所形成されたネジ孔２４に固定ネジ２５を差し込み、続
いて、アタッチメント１０を扉２の表面に当接させた状態として、前記の固定ネジ２５を
、ネジ取付孔２３の上下何れかに挿入する。
【００３２】
　なお、前記のように、本実施形態では、開口箇所１４を、扉２の表面部１５から、隣接
する側面部１６に連なる角部１７に亘って形成しており、この状態でハンドル装置３の取
り付けを行った場合、扉２の裏面に配置されるハンドル連結部９が側面部１６から露出し
てしまい外観上好ましくないのに対し、本発明では、この角部１７に形成された開口箇所
１４を被覆するカバー部２８を、アタッチメント１０に形成することにより意匠性の向上
を図っている。本実施形態では、スペーサ部１９のうち、扉２の側面部１６に重ねて配置
されるカバー部２８を形成している。
【００３３】
　ハンドル取付部２２の略中央部には、図３に示すように、前記の挿通孔部２０が形成さ
れ、その上下端部には、ハンドル本体８とリンク１２を固定する固定ネジ２６が挿通され
るネジ挿通孔２７が形成されている。
【００３４】
　ハンドル装置３を扉２に固定する際には、扉２に固定されたアタッチメント１０の挿通
孔部２０に、ハンドル本体８のハンドル軸１１を挿通させ、扉２の裏面側から、固定ネジ
２５を、ハンドル取付部２２のネジ挿通孔２３に挿通してネジ止めを行った後、ハンドル
軸１１と、扉２の裏面側に配置したハンドル連結部９のリンク１２とを連結させる。
【００３５】
　本実施形態では、扉取付部２１とハンドル取付部２２を、何れも、扉２の表面部１５と
平行配置し、かつ、ハンドル取付部２２が、扉取付部２１よりも、ハンドル本体８に近接
するように、扉取付部２１とハンドル取付部２２を、段差をつけて配置しているため、扉
２の裏面おいてハンドル連結部９を、よりハンドル本体８側に近づけて配置して、ハンド
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ル装置３の収容スペースとして扉２の裏面側に確保すべき奥行空間を、より小さくするこ
とができる。扉２の裏面側に奥行空間が充分確保できる場合には、前記の段差を設けない
設計とすることもできる。
【符号の説明】
【００３６】
１　筺体本体
２　扉
３　ハンドル装置
４　フレーム
５　電気機器収容スペース
６　開口部
７　外周側端部
８　ハンドル本体
９　ハンドル連結部
１０　アタッチメント
１１　ハンドル軸
１２　リンク
１３　ロッド棒
１４　開口箇所
１５　表面部
１６　側面部
１７　角部
１８　取付部
１９　スペーサ部
２０　挿通孔部
２１　扉取付部
２２　ハンドル取付部
２３　ネジ取付孔
２４　ネジ孔
２５　固定ネジ
２６　固定ネジ
２７　ネジ挿通孔
２８　カバー部
２９　側面
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